
（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和４年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 25 事業名 放射能測定事業 事業番号 (3)-23-3 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （76,792（千円））

93,212（千円）

全体事業費 （76,792（千円））

93,212（千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放出された放射性物質の影響がある村

内で採取される自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等を対象とした放射能検査を身近な場所で実施

し、放射性物質濃度の確認できる体制を整備・維持することにより、村民の食品への安心安全に対する不安

の解消に繋げて、身近に畑のある暮らしへの再生を加速化させることを目標とする。 

事業概要 

村民の多くは、村内で採取される自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等に含まれる放射性物質が、

村内での自給自足により魅力のあった暮らしに戻る事への不安を抱いている状況にある。 

そのため、放射能測定器の点検校正を行い整備・維持と、村内の自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土

壌等の検体採取や放射能検査を実施し、広報等に掲載することにより、放射性物質濃度の確認を行い、安心

感を醸成する事により、不安の解消に繋げる。 

Ⅰ.放射能測定業務委託 

・村民から持ち込まれる採集された自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等の検体受付 

・村内で採取される自家消費野菜・山菜・きのこ・飲料水・土壌等の検体採集 

・検体の放射能測定（準備・検査・記録・清掃等） 

・測定結果の報告等 

・放射能測定器 7台（簡易放射能測定器 5台、非破壊式簡易放射能測定機器 1台、ゲルマニウム半導体

検出器 1台）を使用 

・測定業務従事人数：3名 

・測定業務実施場所：葛尾村放射能検査室 

・測定業務実施日時：平日（8:30～17:15）（お盆期間・年末年始期間を除く） 

Ⅱ.放射能測定機器点検校正業務委託 

・放射能測定器 7台の点検校正 

・簡易放射能測定器 トライアスラー社製 ベクレルファインダー 1 台 

・簡易放射能測定器 アクロバイオ社製 CAPTUS-3000A 2 台 

（消費者庁（国民生活センター）から借用） 

・簡易放射能測定器 日立アロカメディカル社製 CAN-OSP-NAI 2 台 

・非破壊簡易放射能測定器 テクノエックス社製 レギュームライト 1 台 

（福島県から借用） 

・ゲルマニウム半導体検出器 セイコーＥ＆Ｇ社製 1 台 



※葛尾村復興計画 P.38 7）7-1) ②「（不評被害の払拭）農地等のモニタリングを定期的に行い、その結果

を公表することにより、安心して農産物の生産できる体制を整えるとともに風評額の払拭に努める」に記載

(4)農林水産物等モニタリング事業 農林水産物の放射能濃度のモニタリングを実施し、安全性の確認を行い

結果を公表する 

※かつらお再生戦略プラン P.19 3)①ウ「放射能対策と、営農再開への気運醸成」、オ「収穫・自給自足の魅

力ある身近な暮らしづくり」に記載 

○試験栽培の拡大促進による安全性の検証・確認と安心感の醸成 

○身近な畑のある暮らしの再生 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜令和４年度＞ 

・放射能測定業務委託 

葛尾村放射能検査室にて、村内の検体採取・村民から持ち込まれる検体の受付・測定・記録、検査機器清

掃及び管理、検査結果の報告等を継続的に実施する。 

・放射能測定機器点検校正業務委託 

測定に使用している放射能測定器 7台の点検校正を実施。 

＜令和５年度以降＞ 

・放射能測定業務の継続 

・放射能測定機器点検校正業務の定期的な実施 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

当事業導入により食品への安心安全に対する不安が解消されることで、収穫・自給自足の魅力ある身近な暮

らしづくりへ地域の再生を加速化させる。 

関連する事業の概要 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和４年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 27 事業名 葛尾村帰還再生生活道路舗装事業 事業番号 (2)-19-3 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （428,280（千円））

431,729（千円）

全体事業費 （428,280（千円））

431,729（千円）

帰還・移住等環境整備に関する目標 

葛尾村では、村民の帰還に向けた生活再建の道筋をつけ、「魅力と希望のある葛尾村」を復興再生していく

ため「かつらお再生戦略プラン」を平成 26 年 6 月に策定した。 

上記計画中、「放射能安全対策」として、「放射能に対して安心で、快適な生活環境を構築するための各宅

地内の環境整備（花壇の整備、宅地の進入路の舗装、住宅裏手の側溝の整備等）」を掲げていることから、 

特定復興再生拠点区域の解除後、一人でも多くの村民の帰還を促すため、帰還再生生活道路舗装事業を行

う。 

事業概要 

村民の低線量放射線への不安を払拭し、安心して帰還できる生活環境道を整えるため公道と住居をつなぐ

生活道路について、放射線を遮蔽する措置として希望する村民に対し、村が生活道路の舗装工事を実施する。

当面の事業概要 

＜H28 年度＞生活道路の舗装を希望する村民に対し、舗装工事を実施。（72カ所） 

＜H29 年度＞生活道路の舗装を希望する村民に対し、舗装工事を実施。（60カ所） 

＜H30 年度＞生活道路の舗装を希望する村民に対し、舗装工事を実施。（25カ所） 

＜R 3 年度＞生活道路の舗装を希望する村民に対し、舗装工事を実施。（拠点内 5カ所） 

＜令和４年度＞ 

生活道路舗装整備工事を希望する村民に対し、舗装工事を実施する。（拠点内 4カ所） 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

生活環境道路の舗装整備を行うことにより、再汚染の防止効果が期待でき、住民の放射線不安の払拭を図

る。 

除染後も、継続して丁寧な放射能汚染対策を進めることは、子育て世代も含む幅広い世代の帰村を促すこ

とにつながり、葛尾村の再生・復興に資するものである。 

関連する事業の概要 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和４年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 54 事業名 葛尾村帰還再生生活用水確保事業 事業番号 (2)-19-4 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （54,033（千円））

92,902（千円）

全体事業費 （54,033（千円））

92,902（千円）

帰還・移住等環境整備に関する目標 

 復興再生拠点区域の個人宅の井戸掘削を行い、帰還及び一時帰宅の際に住民が安心して利用できる飲料水

及び生活用水を確保し、一人でも多くの村民の帰還を促すため。 

事業概要 

葛尾村では大部分の家庭で沢水・湧水等を飲料水等の水源として使用している。原子力発電所事故により

従来利用していた飲料水等が放射性物質により汚染されているのではないかとの不安を抱えている。 

住民が帰還して日常生活及び社会生活を円滑に営むためには、安全・安心な飲料水等を確保する必要があ

ることから、特定復興再生拠点区域の解除に向けて該当地区に住む世帯の井戸掘削を行い、帰還及び一時帰

宅の際の飲料水等を確保する。 

※葛尾村復興計画（第 1次）Ｐ26 3－1④（1）「飲料水供給施設等の整備」に記載 

 既存施設の安全性を確認したうえで、より安全で安心できる浄水機能を保ち、緊急時に対応できる施設と

して整備し、各集落単位で飲料水供給施設等の整備及び個別施設整備の支援を行う。 

当面の事業概要 

＜令和４年度＞ 

 特定復興再生拠点区域の各世帯の井戸掘削を行う。（５世帯） 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

 各世帯の井戸掘削を行い、帰還又は一時帰宅の際に安心して飲料水等を利用できるようにし、一人でも多

くの村民の帰還を促す。 

関連する事業の概要 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和４年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 55 事業名 移住定住・総合支援センター開設・運営事業 事業番号 (7)-49-1 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （73,988（千円））

142,251（千円）

全体事業費 （73,988（千円））

142,251（千円）

帰還・移住等環境整備に関する目標 

帰還の促進のほか新たな住民の移住を進め村に活力を取り戻す必要があるが、移住に関する村の情報発

信量が少なく、また分かりにくいことから、移住希望者が葛尾村で暮らすイメージがわかない状態となって

いる。そのため、「葛尾村移住・定住支援センター」において、移住・定住の受付窓口を一元化し、移住希

望者の相談対応を行いつつ、分かりやすい情報発信を行う。また、移住後の生活を安定させるため、移住者

と村民の架け橋となる体制も構築し、定住する環境を整えることで、村への移住・定住を促す。 

・移住者の獲得（中期戦略のとおり） 

事業概要 

●葛尾村移住・定住支援センター運営事業 

●ポータルサイトの管理・運営事業 

●紹介パンフレットの作成事業 

 ●SNS を活用した葛尾村内の暮らし発信事業  

●移住フェア等への参加事業 

●移住体験ツアー事業 

●お試し移住用の住宅の管理・運営事業 

●かつらお世話人事業 

葛尾村民から希望を募り、移住者及び移住希望者を支援してくれる方のコミュニティを構築し、以下の

事業を行う。 

①村民から世話人を募集しリスト化 ②移住者と村民とのマッチング ③困りごと相談対応 

④交流機会の創出 ⑤移住体験ツアーの民家宿泊の受け入れ ⑥農業体験の受け入れ・作業支援 等 

●かつらお応援団事業 

葛尾村を応援してくれる県内外の大学生や社会人を中心として「かつらお応援団」を構成し、応援団員

が主体性を持って取り組む村内交流事業や村外への情報発信事業等を実施 

①村を応援してくれる方を募集しリスト化 ②村内の復興状況の情報提供 ③村内交流事業の実施 

④村外への情報発信事業の実施 

◇当該事業の中期戦略の位置づけ 

５ 移住等の促進に資する主な取組 

当面の事業概要 



＜令和４年度＞ 

 ・「葛尾村移住・定住支援センター」の運営 

・移住希望者への相談対応及び現地案内 

・村の仕事、住まい、生活環境、先輩移住者等の情報が掲載されたポータルサイトの管理・運営 

・首都圏の移住関連イベントへ等への出展及び村のＰＲ 

・移住希望者を対象とした移住体験ツアーの企画・運営 

・お試し移住用の住宅の管理・運営 

・移住者希望者向けの紹介パンフレット作成（①村内のイベントや先輩移住者の紹介 ②暮らし提案 ③

暮らしのガイドブック） 

・SNS を活用した葛尾村内の暮らし発信事業 

Instagram（アカウント名「かつにゃんぐらむ」）で随時発信 

・かつらお世話人事業（世話人のリスト化、移住者及び移住希望者との交流機会の創出 等） 

・村外からの応援団事業の運営（応援団のリスト化、村内交流事業及び村外への情報発信事業の実施）

＜令和５年度以降＞ 

 ・上記記載の事業のブラッシュアップと地域の魅力を創造するための地域資源を活かしたコンテンツ造

成 等 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

本事業によって移住・定住を推進する体制と、移住者を受け入れる基盤を整備することができる。当該事業

の効果により関係人口の構築から移住者となり、移住者が定住者することにより、ふるさとのコミュニティ

の担い手となり、村内全体の復興再生につながることが期待できる。 

関連する事業の概要 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和４年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 57 事業名 地域資源の魅力を活用したアーティスト移住促進事業 事業番号 (7)-49-3 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （29,838（千円））

100,866（千円）

全体事業費 （29,838（千円））

100,866（千円）

帰還・移住等環境整備に関する目標 

『「葛尾らしい」地域資源の魅力発信』というキーワードに、芸術家・クリエイター（以下、アーティス

ト）を活用した情報発信を行いつつ、県外からアーティスト等を呼び込む。 

移住者の獲得（中期戦略のとおり） 

事業概要 

地域資源の魅力発信を軸とした移住定住施策においては、地域への接点をつくり一連の移住定住フェー

ズ（知る⇒体験交流⇒滞在⇒暮らす（移住）⇒地域を学ぶ⇒地域を創る）の進捗とともに、愛着を育て移住

定住への着実な誘導が必要である。これに対して、葛尾村には、馬・牛などの畜産、この地の有力者であっ

た松本一族繁栄の基礎となった製鉄業といった現在は村（地域）に存在しない又は見ることが少なくなった

地域資源、三匹獅子舞や凍み餅といった伝統の芸能や食、そして、胡蝶蘭といった震災後創り出された地域

資源など、地域への愛着をはぐくむ「葛尾らしい」地域資源があるものの、移住定住につながる魅力発信や

移住定住フェーズを着実に進捗させるための活用が十分にできておらず、移住定住フェーズを着実に進捗

させるための活動環境が整っていないことから、交流人口・関係人口を増加させても、移住に結びつかない

のが現状である。 

このことから、『「葛尾らしい」地域資源の魅力発信・愛着の醸成』をキーワードに、地域資源を掘り起こ

し、磨き上げ、葛尾村への愛着を感じるようなコンテンツを創作できるアーティストをアンバサダーとして

招聘し、地域に根差した芸術活動を通じて葛尾村の魅力を県内外に発信し、葛尾村への愛着を深めること

で、アンバサダーを含めた移住定住フェーズを着実に進捗させる。 

また、アンバサダーの芸術活動により葛尾村に興味を持った県外のアーティスト等に対し、村内で芸術活

動や地域住民と交流できる拠点等を整備し、活動を支援することで、移住候補者の獲得につなげる。 

さらに、移住候補者が持つ情報発信力・独創性に対して、地域住民とも協力関係を構築することにより、

村への愛着がより持続的に実感でき、葛尾村版移住支援金との相乗効果により着実な移住・定住人口の増加

につなげる。 

◇当該事業の中期戦略の位置づけ 

５ 移住等の促進に資する主な取組

当面の事業概要 

＜令和 4年度＞ 

「地域資源の魅力の表現・発信」を行うアーティストをアンバサダーとして招聘しつつ、村内におけるアー

ティスト活動等を支援 

・「葛尾らしい」地域資源を発掘・提供し、その魅力を発信してくれるアーティストを公募（アーティスト

インレジデンス） 

・アンバサダー自身及びアンバサダーによる発信をもとに葛尾村に関わってくる移住候補者のための活動

拠点を整備する 

→ 愛着を醸成し着実に移住につなげるための活動環境の整備 

→ 情報を発信のための展示などを実施するための場所の提供 

＜令和 5年度以降＞ 

芸術家・クリエイターを活用した地域資源の魅力推進・定着 

（例）地域住民とアンバサダー、移住した芸術家・クリエイターが連携して行う、「葛尾らしい」地域資

源を伝えるセミナー（地元学等の開催、アーティストインレジデンスにおける活動を通じたクリエ



イティブ人材のさらなる移住・定住促進事業 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

二次的な効果として、彼らの持つ発進力・独創性の強みを生かし、地域住民と協力しながら、村に興味を

持ってもらえるようなコンテンツを持続的に創造してもらうことで、交流・関係人口の創出、さらには移

住・定住人口の増加につなげる。 

関連する事業の概要 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還・移住等環境整備事業計画 

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和４年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 61 事業名 葛尾村版移住支援金助成事業 事業番号 (7)-49-4 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （9,700（千円））

27,300（千円）

全体事業費 （9,700（千円））

27,300（千円）

帰還・移住等環境整備に関する目標 

『「葛尾らしい」地域資源の魅力発信』というキーワードに、県外から多くの芸術家等を呼び込む。また、

村の復興を加速と魅力ある村づくりに寄与する人材を呼び込む。 

事業概要 

①支給対象者 

(1) 中期戦略において村が獲得したいターゲット層のうち、法人との雇用契約等に該当しない者とし

て福島県 12 市町村移住支援金の対象外となっている芸術家や農村部でのセカンドライフを志向す

るリタイア層。 

②支給金額 

世帯での移住者 最大 200 万円、単身での移住者 最大 120 万円 

 【中期戦略】 

３．村が獲得したい層：ターゲット層３、５ 

５．移住等の促進に資する主な取組「村版移住支援金助成事業」 

当面の事業概要 

＜令和４年度＞ 

・移住支援金制度の実施 

＜令和５年度以降＞ 

・移住支援金制度の見直し及び実施 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

福島県 12 市町村移住支援金は無期雇用契約を法人と契約していること、個人事業主として生業の実態が

確認できることが要件であり、村のターゲット層のうち芸術者などが漏れてしまうため、福島県 12 市町村

移住支援金と同様に助成することで、地域資源の魅力発信に資する多様な人材の村への移住・定住を促す。

関連する事業の概要 

・福島県 12 市町村移住支援金（県制度） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 


